
 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度の税制改正により、給与所得控除・基礎控除の拡

充、「特定親族特別控除」の新設など、年末調整や確定申告に

関する制度が大きく見直されました。 

今回、年末調整において特に実務上の影響が 

大きい改正点を中心とし、円滑かつ正確に年 

末調整業務が進められるよう、下記のように講習会を開催し

ました。 

  開催日時：令和７年１２月１日（月）10：00～12：00 

  開催場所：星雲会館２階「悠悠ホール」 

  講  師：公認会計士・税理士・行政書士 三浦陽平 氏 

定  員：２０名（定員になり次第締め切ります） 

お申込みは、同封の本講習会チラシの受講申込書をご利用く

ださい。（締め切り：１１月２７日） 
 

また、飛騨法人会下呂北支部においても、下記のように税務 

研修会が開催され、「年末調整」についての説明を聞くことが

できます。今回、商工会全会員の皆さんに、案内チラシを同

封しましたので、研修内容・お申込み等についてご確認くだ

さい。（締め切り：１１月１４日） 

  開催日時：令和７年１１月２５日（火）15：00～17：00 

  開催場所：益田建設会館（下呂建設業協会）２階 

  講  師：高山税務署法人課税第一統括官 安本隆太郎 氏 

 

 

 

 

 

『常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかか

わらず、労働者を一人でも雇っている事業は、原則、強制

適用事業であり、成立手続きを行う義務があります。』 

「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。 

「労災保険」は、労働者が仕事（業務）や通勤が原因で負傷

した場合、病気になった場合や亡くなった場合に、労働者本

人やご遺族を保護するための給付等を行っています。 

「雇用保険」は、労働者が失業した場合や働き続けることが

困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生

活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行ってい

ます。 

労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用されるも

ので、労働の対価として賃金が支払われる者のことをいいま

す。労災保険は、短時間労働者（パート、アルバイト等）を

含むすべての労働者が対象となります。雇用保険は短時間労

働者でも、一週間の所定労働時間が２０時間以上で、かつ雇

用見込みが３１日以上である場合は手続きをしなければなり

ません。 

加入手続きを行っていない事業 

主の方は、すぐに成立手続きを 

お願いします。 

詳しくは・・・ 

・岐阜労働局総務部労働保険徴収室 ℡:058-245-8115 

・高山労働基準監督署 ℡：0577-32-1180 

・ハローワーク高山 ℡：0577-32-1144 

 

 

 

 

 

「マル経融資」とは、国が 100％出資している金融機関であ

る日本政策金融公庫から受けられる公的な融資制度です。正

式名称は「小規模事業者経営改善資金」といいます。 

マル経融資の特徴は、融資の窓口は商工会で、融資元は日本

政策金融公庫と役割が分かれている点です。小規模事業者

（個人事業主や中小企業）は、商工会を通じて融資を受けら

れるよう日本政策金融公庫へ推薦してもらい、審査に通ると

日本政策金融公庫から融資が受けられることになります。 

無担保・無保証人・低利で利用できる融資制度です。  

年末が近くなると、相談件数も増えることが予 

想され、対応に時間を要する場合もあります。 

お早目のご相談をお願いします。 

【資金使途】 運転資金、設備資金 

【融資限度額】 ２，０００万円 

【返済期間】 １０年以内（据置期間２年） 

【利  率】 年２．００（令和７年１０月１日現在） 

※下呂市による利子補給制度もあります。（償還開始日から

12ヵ月間、利子額の全額を補助） 

すでに「マル経融資」の利用がある事業所は、前貸決済の借

替えも検討できます。また初めて利用を希望される事業所も、

お気軽にご相談ください。まずはお電話を！ 

 
 

 

 

 

小規模事業者持続化補助金＜一般型 通常枠＞ 第18回公募 

【事業目的】 

 小規模事業者が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議 

所の支援を受けながら取り組む販路開拓等を支援する。 

【補助率】 補助対象経費の２／３ 

【補助上限】 ５０万円 

 インボイス特例：＋50万 賃金引上げ特例：＋150万 

【補助対象経費】 

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出 
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裏面につづきます。 



展費（オンラインによる展示会・商談会等 を含む）、旅費、 

新商品開発費、借料、委託・外注費 

【申請期間】 

 令和７年１０月３日（金）～１１月２８日（金） 

 ※商工会が発行する「事業支援計画書」の受付 

締切は１１月１８日（火）となります。 

【申請方法】 

 電子申請システムのみ（ＧビズＩＤプライムのアカウント

を取得する必要があります。） 

「小規模事業者持続化補助金（創業型）」もあります。（補

助上限２００万円）。ただし「特定創業支援等事業による支

援※」を受けた日および開業日（設立年月日）が公募締切時

から起算して過去 3 ヶ年の間であることが条件となります。 

 ※当該補助金の申請には認定市町村が発行した特定創業支援等事

業による支援を受けたことの証明書の写しが必要になります。 

 
 

 

 

  

商工会会員とその家族、従業員、従業員の家族とご加入でき

る方が幅広い、全国商工会連合会が設けた共済制度です。掛

金は職業・年齢・性別に関係なく一律月額 2,000円～（傷害

プランの場合）で、仕事中はもちろん、交通事故や家庭内で

のケガの時の補償に対応します。また、月額掛金 1,000 円

を追加すれば「医療特約」として病気での入院も補償します。 

さらに、一生涯のうち約２人に１人がなると言われ非常にリ

スクが高い「がん」。この「がん」に対する補償 

の「トータルがんプラン（月額 3,000円）」も 

あります。共済を利用しないで済むのが一番で 

すが、「もしもの時に・・・」と一度ご検討く 

ださい。 

 
 

 

 

 
 

将来の備え＆節税 今日からおトク、未来もナットク 

国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、

小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み

立てによる退職金制度です。現在、全国で約１６９万人

（2025 年３月）の方が加入されています。将来に備えつつ、

契約者の方がさまざまなメリットを受けられる、今日からお

トクな制度です。 

☆ポイント1 掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除 

月々の掛金は1, 000～70,000円まで５００円単位で自 

由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。確定申 

告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、 

高い節税効果があります。 

 

☆ポイント2 共済金の受取りは一括・分割どちらも可能 

共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満額はあ 

りません。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と 

分割の併用」が可能です。一括受取りの場合は退職所得扱 

いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとな 

り、税制メリットもあります。 

※２０年未満での解約の場合、掛金割れとなります。 

※「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併

用」を希望する場合は要件があります。 

☆ポイント3 低金利の貸付制度を利用できる 

契約者の方は、掛金の範囲内で低金利にて事業 

資金の貸付制度をご利用いただけます。 
 

 

 
 

年末に向けて何かとあわただしくなり、食生活も油断しがち

になるかと思います。特に寒くなると、塩分を取りすぎるこ

とも多くなると思いますが、塩分過多は「高血圧」にもつな

がります。成人の１日の塩分摂取目標量は、男性で７．５ｇ

未満、女性で６．５ｇ未満、高血圧（治療中）の場合は６ｇ

未満となります。食品には必ず塩分量が表示されており、こ

の機会に家庭でも塩分量チェックを行ってみては 

どうでしょうか？ 「健康」を維持することが、 

事業の繁栄にもつながっていくと思います。 

☆毎月１４日～２０日は・・・下呂市減塩週間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

☆下呂市役所からのお知らせ☆ 

 

①「下呂市病児保育事業」のご案内 

お子さんが病気にかかり、保護者のお仕事などの理由で家庭

での保育がむずかしい場合に、専用施設において一時的に保

育をお願いできる事業です。（下呂市福祉部こども家庭課） 

 

②令和８年度版「下呂市子育て応援ブック」への広告掲載のお願い 

子育て支援情報の提供と、それに伴う各種子育て支援サービ

スの利用促進を目的に発行されている冊子への広告掲載の協

力依頼です。 

 （下呂市福祉部こども家庭課） 

 

③２０２６下呂市企業紹介冊子（デジタル版）の作成について 

 市内事業所の雇用の創出及び魅力発信を目的として作成する 

もので、冊子（デジタル版）に掲載する企業の募集です。 

 

上記３つについては、詳細な案内文書を、 

同封していますのでご確認ください。 

 

 

 

 

 

◆下呂市馬瀬商工会後期会費のお知らせ◆ 

 

令和７年度の後期商工会費の口座振替日は 

１２月１日となっております。 

同封いたしました案内をご確認お願いします。 


